
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院内トリアージ実施体制加算について 

 

 

――――― 救急外来は、迅速な医療を必要とする方のための外来です――――― 

✅ 救急外来は、迅速な医療を必要とする緊急度の高い患者さんを対象として 

24 時間体制で受け入れをしている外来です。 

  救急外来での治療行為は、救急対応や処置が中心となります。 

✅ 緊急度の高い患者さんに優先度に応じて医療を提供できる体制確保の一環 

  として院内トリアージ(優先順位の決定)を実施しています。 

✅ 当院では、緊急外来において重症患者さんの診療が遅れることのないよう、 

  来院後速やかに患者さんの状態を評価し、院内トリアージ基準に基づいて 

  診療の優先順位を決定しています。 

✅ 時間外、休日または深夜に受診された患者さんに対して、看護師または医師 

があらかじめ病状を確認し、院内トリアージを実施できる体制を常時整えています。 

 

  

 

トリアージ分類表(JTAS に準拠) 

 

※ トリアージ区分は、あくまで目安です。病状の変化や再評価により変更されることがあります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年 6 月 1 日  

東名厚木病院 病院長 

院内トリアージとは？ 

来院されたすべての患者さんに対して、看護師または医師が症状やバイタルサインなどを確認し、

緊急度や重要度を判断します。その結果に基づき、診察や処置の優先順位を決定します。 

 

診察の順番は、来院された順番ではなく、患者さんの緊急状態や重症度によって決定されます。 

そのため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。 

 

受診の流れ 

 
 

 

 

 
当院では、時間外・休日又は深夜において院内トリアージを実施した場合、 

診療にかかる料金に「院内トリアージ実施体制加算」を算定させていただきます。 

ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

 


